
は

じ

め

に

近
年
、
伊
予
の
戦
国
史
研
究
が
め
ざ
ま
し
く
進
展
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
重
要
な

点
は
、
伊
予
の
動
き
を
論
じ
る
際
に
、
伊
予
国
内
に
視
野
を
限
定
す
る
の
で
は
な

く
、
近
隣
の
国
々
で
あ
る
土
佐
・
讃
岐
・
阿
波
、
あ
る
い
は
対
岸
の
中
国
地
方
や
九

州
、
さ
ら
に
は
京
・
大
坂
を
中
核
と
す
る
西
日
本
全
体
の
動
き
と
関
連
づ
け
て
論
じ

よ
う
と
す
る
志
向
が
強
く
現
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
土
佐
の
一
条
氏
や
長
宗
我
部

氏
、
中
国
地
方
の
大
内
・
毛
利
・
小
早
川
氏
、
九
州
の
大
友
氏
な
ど
が
影
響
力
を
強

め
る
中
で
、
伊
予
国
内
の
諸
勢
力
は
複
雑
な
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
中

で
、
伊
予
に
お
け
る
権
力
秩
序
の
中
心
に
い
た
道
後
の
河
野
氏
は
、
戦
国
後
期
以

降
、
芸
州
と
一
体
化
す
る
道
を
選
ん
で
い
っ
た
事
情
が
解
明
さ
れ
つ
つ
あ

（
１
）

る
。

芸
州
勢
が
本
格
的
に
伊
予
に
勢
力
を
浸
透
さ
せ
る
画
期
と
な
っ
た
の
は
、
永
禄
十

年
前
後
の
南
伊
予
の
戦
乱
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
鳥
坂
合
戦
と
い
う
呼
び
名
で
知
ら

れ
る
こ
の
時
期
の
戦
乱
に
関
し
て
、
最
近
次
々
に
詳
細
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い

る
。
朝
倉
慶
景
・
宮
尾
克
彦
・
石
野
弥
栄
氏
ら
の
研
究
が
そ
れ
で
あ

（
２
）

る
。

朝
倉
氏
は
、
戦
国
期
の
南
伊
予
で
は
、
土
佐
の
一
条
氏
が
西
園
寺
・
宇
都
宮
・
御

荘
・
河
原
淵
氏
ら
諸
勢
力
と
婚
姻
関
係
や
養
子
縁
組
を
通
じ
て
勢
力
を
浸
透
さ
せ
て

い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
永
禄
八
年
以
後
、
本
格
的
な
一
条
氏
の
伊
予
進

攻
が
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
宮
尾
氏
は
、
戦
国
後
期
の
伊
予
で
は
河

野
氏
を
中
心
に
政
治
権
力
の
再
統
合
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
独
立
性
の
強
か
っ
た
宇

都
宮
氏
な
ど
も
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
な
っ
た

上
で
、
鳥
坂
合
戦
前
後
の
政
治
情
勢
を
分
析
し
て
合
戦
の
推
移
を
丹
念
に
跡
づ
け
て

い
る
。
石
野
氏
は
、
西
南
四
国
の
軍
事
情
勢
を
包
括
的
に
検
討
し
、
国
郡
境
目
地
域

と
い
う
特
質
に
規
定
さ
れ
て
領
土
紛
争
が
大
規
模
な
合
戦
に
発
展
し
て
い
っ
た
事
情

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
そ
れ
ぞ
れ
南
伊
予
の
戦
乱
や
地
域
社
会
状
況
に
つ
い
て
興
味
深

い
論
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
の
史
料
を
み
て
い
る
と
、
従
来
の
理
解
に

幾
つ
か
の
修
正
を
要
す
る
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
き
た
。
私
見
を
提
示
し
て
議

論
に
加
わ
る
こ
と
に
し
た
い
。

永
禄
期
の
南
伊
予
の
戦
乱
を
め
ぐ
る
一
考
察

川

岡

勉

（
日
本
史
学
研
究
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）

愛
媛
大
学
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紀
要

人
文
・
社
会
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一

高
島
陣
の
所
在

石
野
弥
栄
氏
は
、
一
条
氏
の
勢
力
浸
透
を
四
つ
の
段
階
に
整
理
し
な
が
ら
議
論
を

展
開
し
て
い
る
。
�
永
禄
十
年
の
国
郡
境
目
付
近
で
の
合
戦
、
�
同
年
七
月
に
起
き

た
宇
和
盆
地
南
部
の
明
間
合
戦
、
�
翌
永
禄
十
一
年
春
の
高
島
合
戦
、
そ
し
て
�
同

年
二
月
に
喜
多
・
宇
和
両
郡
境
目
で
起
き
た
鳥
坂
合
戦
で
あ
る
。
と
く
に
�
と
�
は

別
の
合
戦
と
捉
え
た
上
で
、
�
�
�
�
と
境
目
紛
争
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
鳥
坂
合

戦
に
至
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
気
に
か
か
る
の
は
、
高
島
合
戦
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
高

島
」
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
従
来
の
研
究
で
は
明
ら
か
で
な
か
っ
た
。『
土
佐
国

蠧
簡
集
』
の
編
者
で
あ
る
奥
宮
正
明
や
『
土
佐
国
編
年
紀
事
略
』
の
編
者
で
あ
る
中

山
厳
水
な
ど
の
近
世
史
家
は
高
島
を
伊
予
国
内
と
し
、
宮
尾
克
彦
氏
は
高
島
を
多
田

口
と
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
根
拠
を
示
し
て
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に

対
し
石
野
氏
は
、
か
つ
て
『
愛
媛
県
史

古
代
�
・
中
世
』
を
執
筆
し
た
際
に
は
宇

和
海
に
浮
か
ぶ
高
島
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た

（
３
）

が
、
最
近
の
研
究
で
は
高
島
が
土

佐
の
幡
多
郡
に
あ
っ
た
と
す
る
説
を
提
示
し
て
い
る
。

石
野
氏
に
よ
れ
ば
、
多
田
口
を
含
め
て
伊
予
の
内
陸
部
に
「
高
島
」
地
名
は
存
在

し
な
い
。「
高
島
」
と
い
う
地
名
か
ら
み
て
島
か
島
状
地
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
が
、
宇
和
海
や
豊
後
水
道
で
海
戦
の
形
跡
は
な
く
、
一
条
氏
が
水
軍
を
擁
し

て
い
た
と
も
考
え
に
く
い
。
一
方
、『
長
元
物
語
』『
南
海
通
記
』『
土
佐
物
語
』
等

の
軍
記
類
に
来
島
水
軍
の
警
固
船
が
幡
多
郡
の
海
辺
部
を
攻
撃
し
た
と
い
う
記
述
が

あ
り
、
一
定
の
史
実
を
伝
え
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
を
踏
ま
え

た
上
で
、
石
野
氏
は
幡
多
郡
の
竹
島
が
「
高
島
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
最
も
高
い
と

結
論
づ
け
て
い
る
。
来
島
通
康
が
前
年
に
死
去
し
て
い
た
た
め
、
来
島
衆
は
頭
領
を

欠
い
た
ま
ま
幡
多
郡
の
浦
々
を
席
巻
し
、
渡
川
の
河
口
付
近
に
敵
前
上
陸
し
た
と
解

釈
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
幡
多
郡
か
ら
宇
和
郡
に
進
撃
す
る
一
条
勢
、
こ
れ
に
対
抗
し
て

喜
多
郡
か
ら
宇
和
郡
に
軍
を
進
め
た
河
野
・
芸
州
勢
と
い
う
図
式
の
中
に
あ
っ
て
、

河
野
氏
配
下
の
来
島
衆
に
よ
る
幡
多
郡
襲
撃
と
い
う
事
態
が
い
さ
さ
か
唐
突
で
あ
る

こ
と
は
否
め
な
い
。
二
月
初
め
に
鳥
坂
合
戦
を
行
な
う
来
島
衆
が
、
そ
の
直
前
に
幡

多
郡
に
船
団
を
進
攻
さ
せ
て
い
た
と
す
る
の
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
。「
高
島
」
地

名
が
現
れ
る
三
つ
の
史
料
を
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

Ａ

（
永
禄
十
一
年
）
正
月
十
六
日
源
康
政
奉

（
４
）

書

今
度
者
、
於
高
嶋
御
陣
、
道
後
衆
懸
合
稠
動
候
處
、
刀
勝
負
仕
宗
徒
之
者
討
留

無
比
類
思
食
候
、
別
而
可
被
加
御
褒
美
候
、
弥
心
懸
大
簡
之
旨
候
也
、
恐
々
謹

言

正
月
十
六
（
源
）

日
康
政
（
花
押
）

間
崎
孫
次
郎
と
の
へ

Ｂ

（
永
禄
十
一
年
）
三
月
十
一
日
小
早
川
隆
景
書

（
５
）

状

一
、
土
州
衆
此
節
悉
被
相
催
之
、
一
条
殿
高
嶋
へ
被
差
出
之
、
今
一
行
短
息
候

哉
、
両
城
難
儀
之
際
候
間
、
可
有
左
様
事
候

一
、
宇
和
表
鳥
坂
所
々
無
油
断
様
被
仰
遣
、
敵
行
被
見
合
之
条
、
途
中
迄
御
出

被
差
延
之
由
、
尤
無
余
儀
候
、
我
等
渡
海
付
而
、
村
越
・
村
河
間
一
人
も

道
後
江
可
被
帰
之
様
風
聞
之
条
、
近
比
不
可
然
之
通
申
事
候
、
其
元
責
口

ノ
た
め
ニ
こ
そ
出
張
候
間
、
自
余
之
操
ハ
不
入
事
候
、

Ｃ

永
禄
十
三
年
霜
月
十
八
日

延
川
村
天
満
宮
棟

（
６
）

札

去
戊
辰
之
歳
之
春
、
就
于
伊
予
土
佐
両
国
之
御
弓
箭
、
土
�
衆
・
三
間
衆
・
両

山
衆
、
多
田
蔵
之
於
高
島
御
番
之
時
、
源
朝
臣
教
忠
壬
寅
歳
之
依
御
願
再
興

川

岡

勉
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也
、
斯
随
願
力
両
村
之
衆
各
々
恙
遂
皈
陣
、

史
料
Ａ
に
よ
れ
ば
、
永
禄
十
一
年
正
月
に
道
後
衆
（
河
野
氏
の
軍
勢
）
が
高
島
陣

を
攻
撃
し
た
が
、
一
条
方
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
て
い
る
。
史
料
Ｂ
で
は
、
同
年
三
月

頃
、
一
条
氏
は
土
州
衆
の
大
軍
を
率
い
て
宇
都
宮
氏
の
拠
る
両
城
（
大
洲
城
・
八
幡

山
城
）
救
援
の
た
め
高
島
に
進
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
小
早
川
側
は
宇
和
表
鳥
坂

所
々
の
油
断
な
き
よ
う
警
戒
を
強
め
て
お
り
、
こ
の
直
前
に
伊
予
に
渡
海
し
て
き
て

い
た
隆
景
は
敵
の
動
き
を
見
定
め
る
た
め
着
陣
を
延
期
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い

る
。
史
料
Ｃ
か
ら
は
、
永
禄
十
一
年
春
の
伊
予
・
土
佐
両
国
合
戦
に
際
し
て
、
土
州

衆
・
三
間
衆
・
両
山
衆
が
高
島
に
在
番
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

（
７
）

る
。
在
番
衆
に
は
土

州
衆
の
ほ
か
、
予
土
国
境
周
辺
の
三
間
衆
・
両
山
衆
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
三
間
衆
と
は
こ
の
棟
札
に
み
え
る
願
主
源
（
河
原
淵
）
教
忠
を
は
じ
め
と
す
る

伊
予
の
三
間
郷
の
国
衆
で
あ
ろ
う
し
、
両
山
衆
は
石
野
氏
が
言
う
よ
う
に
土
佐
の
幡

多
郡
北
部
の
上
山
郷
・
下
山
郷
の
国
衆
で
あ
っ
た
ろ
う
。
一
条
氏
は
彼
ら
予
土
両
国

の
国
境
沿
い
の
勢
力
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
予
進
攻
を
実
現
し
え
た

の
で
あ

（
８
）

る
。

以
上
の
よ
う
に
、
永
禄
十
一
年
正
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
一
条
氏
は
予
土
国
境

沿
い
の
勢
力
を
組
織
し
つ
つ
伊
予
に
攻
め
入
り
、
高
島
に
前
線
基
地
を
設
け
た
模
様

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
抗
す
る
河
野
氏
や
芸
州
勢
は
、
高
島
を
攻
撃
す
る
と
と
も
に
、

宇
和
表
の
鳥
坂
峠
付
近
の
守
り
を
固
め
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
高
島
と
鳥
坂
が
双

方
の
軍
事
拠
点
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
こ
の
二
地
点
は
遠
く
隔
た
っ
た
場
所
に
あ
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
史
料
Ａ
〜
Ｃ
は
、
高
島
の
所
在
地
が
鳥
坂
に
近
い
内
陸
部
の

要
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
少
な
く
と
も
正
月
か
ら
三
月
ま
で
こ
こ
に
一

条
氏
の
陣
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

石
野
氏
が
高
島
の
所
在
地
を
わ
ざ
わ
ざ
幡
多
郡
に
比
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の

は
、
突
き
詰
め
る
と
内
陸
部
に
「
高
島
」
地
名
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
に
帰
結

す
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
伊
予
の
内
陸
部
に
「
高
島
」
地
名
が
存
在
す
る
。

図
１
は
、
愛
媛
県
総
務
部
よ
り
愛
媛
県
立
図
書
館
に
移
管
さ
れ
た
行
政
文
書
の
中

に
含
ま
れ
る
「
喜
多
郡
北
只
・
黒
木
・
乃
佐
来
・
稲
積
・
長
谷
・
梅
川
・
松
尾
・
大

竹
村
之
図
」
の
一
部
を
ト
レ
ー
ス
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
図
が
作
成
さ
れ
た
の
は

明
治
期
で
、
愛
媛
県
第
二
十
二
大
区
四
小
区
を
構
成
す
る
八
カ
村
に
つ
い
て
、
山
・

川
・
道
路
・
村
境
・
組
・
神
社
・
寺
院
な
ど
を
地
図
上
に
書
き
込
ん
で
い
る
。
こ
の

図
の
上
方
、
南
を
宇
和
郡
の
白
髭
村
（
現
在
の
東
宇
和
郡
野
村
町
白
髭
地
区
、
図
１

に
は
「
白
髪
村
」
と
書
か
れ
て
い
る
）
に
接
す
る
地
点
に
、
喜
多
郡
梅
川
村
（
現
在

の
大
洲
市
梅
川
地
区
）
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
梅
川
村
の
う
ち
喜
多
郡
と
宇
和
郡
の

郡
境
に
「
高
島
山
」
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
写
真
１
）。

現
地
を
踏
査
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
高
島
山
は
見
晴
ら
し
の
き
く
独
立
状
の
山
塊
で

あ
り
（
写
真
２
）、
眼
下
に
梅
川
を
見
下
ろ
し
、
北
方
に
北
只
・
大
洲
方
面
を
遠
望

す
る
場
所
に
あ
る
。
山
の
北
側
は
切
り
立
っ
た
崖
と
な
っ
て
お
り
、
岩
盤
が
露
出
し

て
い
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
山
腹
に
階
段
状
に
重
な
る
曲
輪
が
幾
層
も
取

り
付
い
て
お
り
、
各
曲
輪
に
は
お
び
た
だ
し
い
石
塁
が
伴
う
こ
と
で
あ
る
（
写
真

３
）。
愛
媛
県
教
育
委
員
会
が
実
施
し
た
中
世
城
館
跡
の
分
布
調
査
報
告
書
に
は
掲

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
こ
が
か
な
り
規
模
の
大
き
な
中
世
の
山
城
跡
で
あ
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

土
佐
勢
の
進
攻
ル
ー
ト
を
論
じ
た
宮
尾
克
彦
氏
は
、
一
条
氏
が
城
川
町
か
ら
肱
川

沿
い
に
大
洲
に
下
る
ル
ー
ト
に
加
え
て
、
三
間
盆
地
か
ら
歯
長
峠
を
越
え
宇
和
盆
地

を
通
過
し
た
の
ち
鳥
坂
越
え
で
大
洲
に
至
る
ル
ー
ト
を
確
保
し
た
と
し
て
い
る
。
宇

和
盆
地
の
松
葉
・
東
多
田
・
久
保
か
ら
鳥
坂
峠
を
越
え
、
稲
積
・
北
只
を
経
て
大
洲

に
達
す
る
ル
ー
ト
で
あ
る
（
図
２
参
照
）。
図
１
に
見
え
る
宇
和
島
往
還
が
こ
れ
に

ほ
ぼ
相
当
し
よ
う
。
し
か
し
、
村
上
吉
継
の
鳥
坂
築
城
に
よ
り
後
者
の
ル
ー
ト
を
塞

が
れ
、
補
給
や
援
軍
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
一
条
氏
は
鳥
坂
責

め
に
踏
み
切
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
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図１ 喜多郡北只・黒木・乃佐来・稲積・長谷・梅川・松尾・大竹村之図（部分）

川

岡

勉

２０



図２ 大洲市南部・宇和町北部地図（×が高島の位置）
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鳥
坂
峠
が
塞
が
れ
て
稲
積
・
北
只
を
北
上
す
る
ル
ー
ト
が
使
え
な
く
な
っ
た
と

き
、
そ
の
迂
回
路
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
の
が
梅
川
の
位
置
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
梅
川
は
歯
長
峠
か
ら
岩
瀬
川
沿
い
に
北
上
し
て
山
越
え
し
た
地
点
に
あ

り
、
図
１
に
も
南
か
ら
梅
川
村
に
入
る
道
路
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
路
は
梅
川

村
の
北
で
二
つ
に
分
か
れ
、
東
に
行
け
ば
蔵
川
往
還
、
西
に
向
か
え
ば
宇
和
島
往
還

に
通
じ
る
。
一
条
氏
は
こ
の
梅
川
の
高
島
山
に
陣
を
設
け
、
軍
勢
を
在
番
さ
せ
た
と

み
ら
れ
る
。
大
洲
の
宇
都
宮
氏
が
孤
立
す
る
中
で
、
こ
れ
を
救
援
す
る
た
め
に
進
軍

し
た
一
条
勢
が
前
線
基
地
と
し
て
確
保
し
た
の
は
、
梅
川
の
高
島
山
で
あ
っ
た
と
結

論
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二

村
上
吉
継
の
役
割
と
鳥
坂
合
戦

一
条
氏
と
交
戦
し
た
伊
予
の
軍
勢
の
中
で
、
最
も
重
要
な
働
き
を
し
た
人
物
に
村

上
河
内
守
吉
継
が
い
る
。
吉
継
は
来
島
村
上
氏
の
有
力
家
臣
で
、
鳥
坂
合
戦
で
は
病

に
倒
れ
た
来
島
通
康
に
代
わ
っ
て
来
島
衆
を
統
率
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。
永
禄
十
一

年
二
月
九
日
、
道
後
の
河
野
通
宣
は
吉
継
に
感
状
を
与
え
、
度
重
な
る
吉
継
の
戦
功

を
褒
し
た
。

写真１

写真２

写真３

川

岡

勉

２２



Ｄ

永
禄
十
一
年
二
月
九
日
河
野
通
宣
書
状

（
９
）

写

今
度
郡
内
弓
箭
執
企
之
處
（
平
岡
）

、
房
実
（
来
島
）

・
通
康
為
先
勢
旁
被
申
付
之
畢
、
於
所
々
別

而
忠
儀
無
比
類
者
也
、
先
以
旧
冬
鳥
坂
城
敵
方
組
多
（
既
）

田
□
可
仕
捕
之
趣
依
相

聞
、
頓
馳
籠
彼
要
害
、
堅
固
被
相
構
之
段
、
忠
儀
専
也
、
然
則
被
帰
路
之
砌
、

（
菅
）
管
田
家
中
之
凶
徒
企
錯
乱
、
即
時
可
覃
敵
心
之
處
、
吉
継
以
才
覚

被
取
鎮
之

儀
、
是
又
不
及
言
語
者
也
、
次
今
度
一
条
方
引
率
数
勢
有
出
張
、
陣
捕
鳥
坂
峯

寄
責
口
、
彼
要
害
既
難
儀
之
砌
、
為
後
巻
自
芸
州
之
人
躰
乃
美
兵
部
丞
宗
勝
其

外
以
密
談
之
首
尾
、
去
二
日
正
月
森
令
対
陣
、
同
四
日
、
敵
陣
令
見
敗
北
至
当

陣
剪
懸
之
處
、
被
遂
防
戦
、
自
身
依
被
砕
手
至
親
類
家
来
等
数
多
高
名
之
至
、

令
顕
然
者
也
、
因
茲
任
所
存
訖
、
者
弥
被
励
戦
功
、
可
被
専
静
謐
之
状
、
如

件
、永

禄
十
一
年
二
月
九
日

（
河
野
）通
宣
（
花
押
影
）

村
上
河
内
守
殿

史
料
Ｄ
か
ら
は
、
吉
継
が
三
つ
の
戦
功
を
挙
げ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
一
つ

は
、
前
年
冬
に
鳥
坂
城
が
敵
方
の
手
に
落
ち
よ
う
と
し
た
と
き
、
吉
継
が
た
だ
ち
に

城
に
馳
せ
籠
り
、
堅
固
に
守
り
抜
い
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
鳥
坂
城
か
ら
帰

ろ
う
と
し
た
折
に
、
菅
田
家
中
で
錯
乱
が
生
じ
、
敵
に
通
じ
よ
う
と
す
る
動
き
が
み

ら
れ
た
の
に
対
し
、
吉
継
の
策
略
で
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
こ
と
で
あ
る
。
三
番
め
が
、

今
度
の
一
条
勢
の
鳥
坂
責
め
に
際
し
、
後
巻
（
後
詰
）
し
て
芸
州
方
の
乃
美
宗
勝
ら

と
密
談
を
重
ね
、
二
月
二
日
に
正
月
森
に
対
陣
、
同
四
日
に
敵
の
襲
撃
を
防
い
で
撃

退
し
た
こ
と
で
あ
る
。
鳥
坂
合
戦
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
っ
た
二
月
四
日
の
戦
闘
に
お

い
て
、
吉
継
は
鳥
坂
城
に
籠
っ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
後
巻
し
て
正
月
森
の
陣
に
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
南
伊
予
を
め
ぐ
る
情
勢
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

『
予
陽
河
野
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
永
禄
八
年
、
豊
後
大
友
氏
は
土
佐
一
条
氏
と
通

じ
て
宇
和
郡
を
攻
撃
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
頃
か
ら
、
一
条
氏
の
南
伊
予
進
攻
が
繰

り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
永
禄
九
年
の
夏
よ
り
郡
内
境
目
で

錯
乱
が
生
じ

（
１０
）

る
。
こ
れ
は
、
郡
内
に
勢
力
を
も
つ
宇
都
宮
氏
が
河
野
氏
に
敵
対
す
る

動
き
を
見
せ
た
こ
と
を
指
す
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
、
史
料
Ｄ
の
冒
頭

に
あ
る
よ
う
に
、
来
島
・
平
岡
両
氏
が
先
発
部
隊
と
し
て
郡
内
に
出
陣
す
る
こ
と
に

な
る
。
翌
十
年
の
二
月
頃
か
ら
、
来
島
と
平
岡
は
喜
多
郡
の
国
人
の
組
織
化
に
努
め

て
い
た
こ
と
が
史
料
で
確
認
で
き

（
１１
）

る
。
三
月
四
日
に
は
大
洲
北
方
の
上
須
戒
の
城
を

宇
都
宮
方
よ
り
奪
い
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
よ
う
で
あ

（
１２
）

る
。

一
条
氏
は
、
郡
内
で
孤
立
し
つ
つ
あ
る
宇
都
宮
氏
を
救
援
す
る
た
め
に
軍
勢
を
北

上
さ
せ
た
。
永
禄
十
年
七
月
、
一
条
氏
の
家
司
で
あ
る
源
康
政
は
宇
和
郡
の
明
間
兵

部
丞
に
明
間
合
戦
に
お
け
る
忠
節
を
称
え
る
奉
書
を
発
し

（
１３
）

た
。
一
条
氏
の
勢
力
が
三

間
盆
地
を
越
え
て
宇
和
盆
地
の
周
辺
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
来
島
・
平
岡
の
軍
兵
が
三
間
に
乱
入
し
た
ら
し
い
。
年
欠
九
月

晦
日
付
の
源
康
政
書
状
は
、
来
島
・
平
岡
の
乱
入
を
長
宗
我
部
元
親
に
伝
え
た
文
書

で
あ

（
１４
）

る
。
こ
の
文
書
の
年
代
に
つ
い
て
、『
土
佐
国
編
年
紀
事
略
』
は
永
禄
九
年
の

こ
と
と
し
、
宮
尾
氏
も
こ
れ
を
採
用
す
る
が
、
石
野
弥
栄
氏
は
永
禄
十
年
に
比
定
し

て
い
る
。
来
島
・
平
岡
の
南
予
に
お
け
る
活
動
時
期
か
ら
み
て
石
野
説
の
方
が
妥
当

性
が
高
い
。
ま
た
、
来
島
衆
ら
が
乱
入
し
た
場
所
に
関
し
て
、
こ
の
文
書
を
載
せ
る

『
土
佐
国
編
年
紀
事
略
』
が
三
間
、
同
じ
く
『
土
佐
国
蠧
簡
集
拾
遺
』
が
立
間
と
な

っ
て
お
り
、
宮
尾
氏
は
立
間
説
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
文
書
の
内
容
が
伊
予
勢
に

備
え
る
た
め
長
宗
我
部
氏
の
下
山
境
目
へ
の
出
兵
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
り
、
土
佐

の
下
山
郷
が
予
土
国
境
を
は
さ
ん
で
伊
予
の
三
間
郷
に
隣
接
す
る
地
域
で
あ
る
以

上
、
来
島
衆
ら
が
乱
入
し
た
の
は
当
時
一
条
氏
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
三
間
と
み
た
方

が
よ
か
ろ
う
。

九
月
二
十
一
日
、
来
島
・
平
岡
は
土
佐
よ
り
大
洲
に
至
る
街
道
沿
い
に
二
つ
の
城

を
確
保
し

（
１５
）

た
。
さ
ら
に
、
来
島
は
安
芸
吉
田
に
下
島
次
郎
左
衛
門
を
派
遣
し
、
小
早

２３
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川
勢
の
出
兵
と
小
早
川
方
に
よ
る
一
城
確
保
を
要
請
し
た
。
伊
予
か
ら
の
懇
望
に
対

し
て
、
小
早
川
隆
景
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
備
後
外
郡
衆
二
百
余
に
出
陣
を
申
し
付

け
、
一
族
の
梨
子
羽
氏
ら
に
は
十
月
十
八
日
に
渡
海
す
る
よ
う
準
備
を
命
じ
て
い

る
。
伊
予
国
内
の
紛
争
に
際
し
て
、
小
早
川
氏
の
加
勢
を
得
な
け
れ
ば
事
態
を
収
拾

で
き
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
も
、
ま
も
な
く
南
伊
予

に
出
張
し
て
い
た
来
島
通
康
が
病
に
倒
れ
る
と
い
う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
も
見
舞
わ
れ

た
。
十
月
二
日
に
道
後
に
戻
っ
た
通
康
は
、
戦
列
に
復
帰
す
る
こ
と
な
く
死
去
し
て

し
ま
う
の
で
あ

（
１６
）

る
。

十
月
十
三
日
、「
彼
（
大
洲
）
表
大
事
之
儀
候
」
と
い
う
認
識
を
抱
い
た
小
早
川

隆
景
は
、
来
島
が
再
起
不
能
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、「
加
勢
等
重
畳
差
渡
候
へ
ハ

更
以
不
被
捨
置
儀
候
条
、
此
方
手
前
之
弓
箭
ニ
罷
成
た
る
迄
候
」
と
述
べ
て
い

（
１７
）

る
。

援
軍
を
派
遣
し
た
以
上
は
捨
て
て
は
お
け
ず
、
手
前
（
小
早
川
）
の
合
戦
と
し
て
軍

事
行
動
に
取
り
組
む
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
小
早
川
側
も
難
問
を
抱
え
て
い

た
。
伊
予
の
事
情
に
詳
し
い
乃
美
宗
勝
が
こ
の
時
期
九
州
出
陣
中
で
、
直
ち
に
呼
び

寄
せ
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
隆
景
は
「
吾
等
事
ハ
与
州
表
之
儀
無

案
内
之
事
候
間
、
何
共
不
及
才
覚
候
、
来
嶋
親
類
中
下
次
已
下
迄
一
段
心
遣
と
聞
え

候
、
可
有
御
察
候
」
と
、
九
州
の
宗
勝
に
申
し
送
っ
て
い
る
。
伊
予
の
事
情
に
無
案

内
で
あ
っ
た
隆
景
は
、
通
康
亡
き
後
の
来
島
親
類
衆
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

の
で
あ

（
１８
）

る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
来
島
衆
、
と
く
に
村
上
吉
継
の
存
在
が
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

十
一
月
三
日
に
は
、
隆
景
は
宗
勝
に
宛
て
て
「
予
州
表
之
儀
、
此
方
加
勢
緩
候
者

不
慮
可
有
出
来
候
」
と
述
べ
て
い

（
１９
）

る
。
い
よ
い
よ
小
早
川
の
援
軍
ぬ
き
で
は
立
ち
行

か
ぬ
状
況
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
状
に
は
、
大
野
氏
と
村
上
吉
継
ら
来

島
衆
が
一
城
を
取
り
付
け
る
こ
と
を
隆
景
へ
申
し
伝
え
て
き
た
と
も
書
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
肱
川
の
河
谷
ル
ー
ト
を
お
さ
え
る
津
々
喜
谷
要
害
（
滝
之
城
）
に
置
く

番
衆
の
件
で
来
島
衆
と
小
早
川
方
が
内
談
し
て
い
た
こ
と
も
見
え
る
。
吉
継
を
は
じ

め
と
す
る
来
島
衆
は
、
小
早
川
と
緊
密
に
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
軍
事
行
動
を
展

開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

土
佐
勢
は
、
宇
和
盆
地
を
通
過
し
て
喜
多
郡
突
入
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
。
後
述

の
乃
美
宗
勝
言
上
状
に
は
「
従
土
州
為
宇
都
宮
勢
出
張
、
宇
和
郡
衆
・
三
間
郡
衆
・

西
苑
寺
殿
、
雖
為
河
野
一
味
、
近
年
土
州
衆
四
州
之
覚
不
浅
、
因
歎
不
屑
、
右
之
両

郡
、
一
品
西
苑
寺
殿
、
於
多
田
張
宿
陣
、
組
宇
都
宮
被
覃
其
行
」
と
あ
り
、
三
間
の

勢
力
の
み
な
ら
ず
西
園
寺
氏
ま
で
一
条
方
に
靡
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

（
２０
）

る
。
こ

れ
に
対
し
て
、「
芸
予
両
国
之
輩
、
為
土
州
衆
出
口
請
手
、
執
誘
鳥
坂
峯
、
人
数
辨

当
差
籠
之
、
成
堅
固
調
儀
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
芸
予
勢
は
土
佐
勢
の
進
攻
ル
ー

ト
を
塞
ぐ
た
め
に
鳥
坂
峰
に
城
郭
を
築
い

（
２１
）

た
。
こ
う
し
て
、
鳥
坂
峠
周
辺
は
両
軍
が

総
力
を
挙
げ
て
ぶ
つ
か
り
合
う
激
戦
地
と
な
る
の
で
あ
る
。

前
掲
の
史
料
Ｄ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
鳥
坂
城
が
敵
方
（
土
佐
方
）
の
手
に
落
ち

よ
う
と
し
た
と
き
、
村
上
吉
継
は
鳥
坂
城
に
乗
り
込
ん
で
立
て
直
し
を
は
か
っ
た
。

こ
の
あ
と
吉
継
は
、
帰
路
に
菅
田
家
中
の
反
乱
を
鎮
め
て
い
る
。
土
佐
勢
の
圧
力
が

強
ま
る
中
で
、
鳥
坂
城
や
菅
田
城
な
ど
が
不
安
定
な
事
態
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
を

芸
予
方
に
引
き
戻
し
た
点
で
吉
継
の
戦
功
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

鳥
坂
越
え
で
大
洲
に
進
攻
す
る
ル
ー
ト
が
塞
が
れ
る
中
で
、
一
条
氏
が
迂
回
ル
ー

ト
に
確
保
し
た
前
線
基
地
が
梅
川
の
高
島
陣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
条
氏
は
こ

こ
を
拠
点
と
し
て
、
孤
立
す
る
宇
都
宮
両
城
と
連
絡
を
取
り
合
お
う
と
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
永
禄
十
一
年
正
月
、
道
後
衆
が
高
島
陣
に
襲
撃
を
か
け
た
が
、
一
条
方
は
こ

れ
を
撃
退
す
る
こ
と
に
成
功
し

（
２２
）

た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
小
早
川
隆
景
は
因
島
・
上

関
な
ど
の
軍
勢
に
も
伊
予
渡
海
を
命
じ
て
お
り
、
九
州
か
ら
は
乃
美
宗
勝
を
呼
び
寄

せ
た
よ
う
で
あ
る
。

同
年
二
月
、
一
条
氏
は
鳥
坂
城
の
総
攻
撃
に
取
り
か
か
っ
た
。
史
料
Ｄ
か
ら
読
み

取
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
合
戦
に
お
い
て
村
上
吉
継
は
後
巻
（
後
詰
）
し
て
乃
美
宗
勝

ら
と
密
談
を
行
な
い
、
二
月
二
日
に
は
正
月
森
に
陣
を
す
え
て
い
る
。
吉
継
は
二
月

川

岡

勉

２４



四
日
の
戦
闘
に
お
い
て
も
正
月
森
で
敵
の
襲
撃
を
防
ぎ
、
そ
れ
に
よ
り
来
島
親
類
・

家
来
衆
の
名
声
を
高
め
た
と
い
う
。
正
月
森
の
位
置
に
つ
い
て
は
、『
宇
和
旧
記
』

に
「
其
後
詰
ニ
、
多
田
南
方
堺
、
正
月
ケ
森
被
取
候
、
則
其
城
へ
土
州
衆
被
懸
切

候
、
土
州
衆
倒
、
第
一
者
、
各
被
打
死
数
不
知
候
、
道
後
衆
・
松
葉
衆
、
勝
利
不
及

申
候
」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
こ
と
か
ら
し
て
、
宮
尾
氏
の
指
摘
す
る
通
り
、
西
方

の
鳥
越
峠
付
近
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

宮
尾
氏
は
対
一
条
氏
と
の
合
戦
に
際
し
て
「
後
詰
決
戦
」
に
勝
利
し
た
こ
と
が
河

野
・
毛
利
方
の
勝
因
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
通
り
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

氏
が
吉
継
を
鳥
坂
籠
城
軍
の
総
帥
と
し
、
平
岡
率
い
る
道
後
衆
や
乃
美
宗
勝
率
い
る

中
国
勢
を
後
詰
軍
と
し
た
点
は
修
正
を
要
す
る
。
後
詰
決
戦
で
最
も
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
人
物
こ
そ
村
上
吉
継
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
吉
継
は
こ
の
合
戦
の
最
大
の

功
労
者
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注
意
さ
れ
る
の
は
、
吉
継
率
い
る
来
島
衆
と
小
早
川
氏
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
で

あ
る
。
小
早
川
隆
景
に
加
勢
を
求
め
た
中
心
的
存
在
は
来
島
衆
で
あ
り
、
一
連
の
軍

事
行
動
に
お
い
て
も
来
島
衆
は
小
早
川
に
密
着
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
土
佐
勢
が
鳥
坂
城
を
総
攻
撃
し
た
際
に
も
、
吉
継
は
小
早
川
勢
の
中

心
で
あ
る
乃
美
宗
勝
と
密
談
し
た
上
で
、
後
詰
決
戦
を
行
な
っ
て
い
る
。
小
早
川
氏

は
来
島
衆
を
通
じ
て
伊
予
に
勢
力
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ

う
。三

小
早
川
隆
景
の
伊
予
渡
海

伊
予
の
動
静
は
小
早
川
氏
に
と
っ
て
大
き
な
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
柄
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
毛
利
元
就
は
小
早
川
隆
景
に
宛
て
て
「
今
度
与
州
へ
之

儀
、
来
嶋
以
扶
持
、
隆
元
我
等
頸
を
つ
き
た
る
事
候
、
其
恩
お
く
り
に
て
候
ほ
と

に
、
是
程
本
望
な
る
事
ハ
候
ハ
ね
と
も
、
此
段
を
存
候
者
一
人
と
し
て
あ
る
ま
し
く

候
、
今
度
与
州
之
御
弓
矢
者
、
隆
景
之
御
弓
矢
ニ
て
こ
そ
候
へ
と
、
此
家
中
之
者
共

者
、
諸
人
・
万
人
申
事
候
、
心
得
置
候
条
、
弥
以
無
申
事
候
」
と
申
し
送
っ
て
い

（
２３
）

る
。
芸
州
勢
の
伊
予
渡
海
は
来
島
へ
の
「
恩
お
く
り
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
毛
利
家
中
の
者
た
ち
は
小
早
川
に
よ
る
戦
い
と
認
識
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
毛
利
が
厳
島
合
戦
に
お
け
る
来
島
の
働
き
に
報
い
る
と
い
う
形
で
、
今
度
の
援

軍
要
請
に
応
じ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
の
が
、
や
が
て
小
早
川
自
身
の
軍
事
行
動

へ
と
転
化
し
て
い
く
様
子
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。

同
じ
書
状
の
中
で
、
元
就
は
「
如
仰
、
豊
後
邊
と
縁
邊
之
事
も
、
か
や
う
に
き

れ
、
又
弓
矢
ニ
成
候
事
、
一
方
ハ
貴
所
御
存
分
之
様
、
諸
人
沙
汰
仕
之
由
候
」
と
も

述
べ
て
い
る
。
豊
後
大
友
氏
と
の
和
平
が
崩
れ
敵
対
状
態
が
再
来
し
た
の
は
、
小
早

川
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
尾
克
彦
氏
は
、
九
州
に
お

け
る
毛
利
・
大
友
の
対
立
と
、
四
国
に
お
け
る
土
佐
一
条
の
動
き
が
密
接
に
関
連
し

て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
大
友
氏
は
毛
利
軍
主
力
の
九
州
到
着
を
で
き
る
だ
け
遅

ら
せ
る
た
め
、
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
一
条
氏
を
動
か
し
て
毛
利
が
四
国
に
目
を
向
け

ざ
る
を
え
な
く
し
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
。
氏
の
言
う
よ
う

に
、
北
九
州
の
戦
乱
に
専
念
し
た
い
毛
利
は
四
国
へ
の
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
く
な

か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
来
島
の
援
軍
要
請
を
断
り
き
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
し
か
し
、
四
国
出
兵
は
小
早
川
隆
景
に
と
っ
て
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。

来
島
通
康
が
病
に
倒
れ
た
の
を
聞
い
た
隆
景
が
、
援
軍
を
派
遣
し
た
以
上
は
捨
て

て
は
お
け
ず
、
手
前
（
小
早
川
）
の
戦
い
と
し
て
軍
事
行
動
に
取
り
組
む
と
語
っ
た

こ
と
は
既
述
し
た
。
し
か
し
、
九
州
に
い
た
乃
美
宗
勝
を
す
ぐ
に
呼
び
寄
せ
る
わ
け

に
は
い
か
ず
、
伊
予
の
事
情
に
無
案
内
で
あ
っ
た
隆
景
は
、
来
島
親
類
中
に
依
存
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
隆
景
の
期
待
に
応
え
て
、
村
上
吉
継
を
は
じ
め
と
す
る
来
島

衆
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
も
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
て
、
鳥
坂
合
戦
の
後
も
伊
予
国
内
の
戦
乱
が
収
ま
ら
な
い
中
で
、
つ
い
に
小
早

２５

永
禄
期
の
南
伊
予
の
戦
乱
を
め
ぐ
る
一
考
察



川
隆
景
自
身
が
伊
予
渡
海
に
踏
み
切
る
こ
と
に
な
る
。
永
禄
十
一
年
二
月
十
五
日
に

発
せ
ら
れ
た
毛
利
元
就
・
輝
元
連
署
状
に
は
、
来
た
る
二
月
二
十
一
・
二
十
二
日
の

頃
に
隆
景
が
渡
海
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、
吉
川
元
春
も
や
は
り
渡
海
し
、
元
就
・

輝
元
は
二
十
三
・
二
十
四
日
頃
に
沼
田
に
出
向
く
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

（
２４
）

る
。
芸
州

勢
の
渡
海
地
点
が
、
小
早
川
の
本
拠
地
沼
田
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
も
読
み
取
れ

（
２５
）

る
。二

月
十
五
日
の
小
早
川
隆
景
書
状
は
、
宇
都
宮
両
城
へ
は
隆
景
が
着
陣
し
た
上
で

一
度
に
大
勢
で
責
め
寄
せ
る
べ
き
こ
と
を
乃
美
宗
勝
に
指
令
し
た
も
の
で
あ

（
２６
）

る
。

こ
の
書
状
に
は
、
隆
景
の
渡
海
は
吉
田
に
お
け
る
毛
利
と
小
早
川
の
合
議
に
よ
り
定

ま
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
隆
景
は
吉
田
を
後
に
し
た
の
ち
、
坂
を
発
し
て
途

中
で
豊
島
に
立
ち
寄
り
、
吉
川
元
春
・
福
原
貞
俊
・
児
玉
就
方
ら
と
会
談
し
て
い
（
２７
）
る
。

こ
れ
は
「
下
口
警
固
之
人
数
」（
九
州
に
派
遣
し
て
い
た
軍
勢
）
を
伊
予
に
振
り
向

け
る
よ
う
児
玉
の
了
解
を
取
り
付
け
る
た
め
で
あ
っ
た
。
隆
景
は
、
そ
の
後
沼
田
に

帰
り
、
渡
海
の
準
備
を
整
え
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
隆
景
の
伊
予
渡
海
は
予
定
通
り
進
ん
で
い
な
い
。
三
月
三
日
の
隆
景
書
状

に
よ
れ
ば
、
三
月
二
日
に
出
船
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
吉
川
元
春
・
宍
戸

隆
家
・
吉
田
衆
が
な
か
な
か
来
な
い
の
で
、
こ
れ
を
待
つ
た
め
渡
海
を
延
ば
す
こ
と

に
し
た
と
言

（
２８
）

う
。
三
月
八
日
の
書
状
で
は
、
三
月
七
日
の
夜
に
隆
家
及
び
福
原
貞
俊

ら
吉
田
衆
が
着
津
し
た
の
で
、
今
夜
か
明
日
に
は
船
出
す
る
と
述
べ

（
２９
）

る
。
隆
景
が
宗

勝
に
こ
の
書
状
を
携
え
て
伊
予
に
渡
っ
た
使
者
を
御
奥
島
（
興
居
島
か
）
に
据
え
置

く
よ
う
に
指
令
し
て
い
る
か
ら
、
安
芸
の
沼
田
と
伊
予
の
興
居
島
を
両
国
の
窓
口
と

し
て
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

三
月
十
一
日
の
隆
景
書
状
に
よ
れ
ば
、
宇
都
宮
両
城
を
救
援
す
る
た
め
一
条
氏
の

大
軍
が
高
島
へ
進
出
し

（
３０
）

た
。
高
島
が
引
き
続
き
一
条
方
の
重
要
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で
隆
景
は
既
に
伊
予
に
渡
海
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
明
日

に
も
大
洲
口
ま
で
出
陣
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
吉
川
・
宍
戸
・
福
原
が

ま
だ
着
か
な
い
の
で
、
彼
ら
が
来
る
の
を
待
ち
、
諸
荷
物
な
ど
も
整
え
、
そ
の
上
順

風
次
第
に
十
三
・
十
四
日
の
頃
に
着
陣
す
る
と
伝
え
て
い
る
。

こ
の
後
、
芸
州
勢
が
続
々
と
渡
海
し
、
大
洲
周
辺
を
制
圧
し
た
模
様
で
あ
る
。
四

月
二
十
一
日
に
は
、「
来
島
合
力
」
の
た
め
毛
利
警
固
衆
が
大
動
員
さ
れ
て
い

（
３１
）

る
。

元
就
の
文
書
に
、
伊
予
渡
海
は
来
島
合
力
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て

い
る
点
は
注
意
さ
れ
る
。

Ｅ

（
永
禄
十
一
年
）
五
月
六
日
小
早
川
隆
景
感

（
３２
）

状

今
度
予
州
表
之
儀
、
最
前
有
渡
海
土
州
衆
鳥
坂
取
詰
之
刻
、
後
巻
陣
取
之
儀
、

悉
皆
以
御
行
、
敵
敗
軍
候
、
殊
令
出
張
、
為
初
宇
都
宮
両
城
、
彼
境
無
残
所
任

存
分
帰
国
候
、
太
慶
此
事
候
、
誠
御
忠
儀
之
至
候
、
仍
太
刀
一
腰
国
盛
進
之

候
、
猶
岡
和
泉
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言

五
月
六
日

隆
景
御
判

史
料
Ｅ
は
、
乃
美
宗
勝
に
送
っ
た
隆
景
書
状
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
宇
都
宮
両
城

を
は
じ
め
、
郡
内
表
を
残
ら
ず
制
圧
し
た
の
ち
、
隆
景
が
帰
国
を
果
た
し
た
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
こ
れ
に
よ
り
伊
予
国
内
の
静
謐
が
実
現
し
た
と
言
い
切
れ

る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
次
の
よ
う
な
史
料
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

Ｆ

永
禄
十
一
年
十
二
月
中
旬
乃
美
宗
勝
言
上

（
３３
）

状

引
卒
三
備
州
芸
防
長
衆
有
数
艘
艤
、
左
金
吾
伊
予
国
渡
海
之
事
、
非
可
被
挫
宇

都
宮
遠
江
守
豊
綱
城
郭
、
抑
土
佐
一
条
家
者
、
不
異
武
家
近
代
貽
作
狂
華
軒
栄

耀
、
眼
武
士
、
詫
宇
都
宮
所
縁
、
被
墜
名
家
、
絶
言
語
次
第
也
、
爰
河
野
・
宇

都
宮
両
家
、
連
年
宿
意
令
顕
然
、
及
干
戈
、
併
仮
芸
州
之
威
、
欲
散
河
野
家
欝

憤
、
勿
論
芸
与
両
州
親
眤
粧
、
繁
栄
倍
不
軽
、
袷
云
恰
云
、
不
可
不
被
救
之
、

両
家
同
意
令
純
熟
以
来
、
河
野
勢
成
動
宇
都
宮
知
行
、
則
以
芸
家
加
勢
、
河
野

川

岡

勉

２６



漣
旗
珍
重
云
、
従
土
州
為
宇
都
宮
勢
出
張
、
宇
和
郡
衆
・
三
間
郡
衆
・
西
苑
寺

殿
、
雖
為
河
野
一
味
、
近
年
土
州
衆
四
州
之
覚
不
浅
、
因
歎
不
屑
、
右
之
両

郡
、
一
品
西
苑
寺
殿
、
於
多
田
張
宿
陣
、
組
宇
都
宮
被
覃
其
行
、
芸
予
両
国
之

輩
、
為
土
州
衆
出
口
請
手
、
執
誘
鳥
坂
峯
、
人
数
辨
当
差
籠
之
、
成
堅
固
調
儀

之
處
、
土
州
衆
截
懸
、
無
明
無
実
及
防
戦
、
尤
以
請
留
也
、
敵
圖
戦
散
々
、
忽

土
州
衆
失
軍
利
、
雖
然
、
不
能
帰
国
〔
卻
〕

、
叩
多
田
為
芸
家
衆
不
可
不
散
々
、
一
不

可
成
共
行
、
以
兼
諾
之
旨
、
促
早
打
、
分
国
各
出
津
之
催
不
廻
踵
、
国
旁
自
身

之
出
張
、
不
例
之
仁
者
、
不
及
欺
其
身
、
以
一
族
馳
走
、
鞆
・
笠
岡
・
尾
道
・

三
原
・
忠
海
・
高
崎
・
竹
原
津
々
浦
々
出
船
、
去
月
十
日
、
同
日
予
州
興
居
カ庄
嶋

渡
着
、
於
彼
所
揃
諸
勢
、
急
速
可
有
渡
海
之
儀
、
定
洩
聞
、
土
州
陳
於
立
所
敗

軍
、
一
条
家
瑕
瑾
到
来
也
、
多
田
令
現
形
、
土
佐
境
立
柄
、
令
注
進
之
事
、
脚

力
如
打
燧
急
度
差
寄
、
大
津
八
幡
両
城
可
切
崩
之
支
度
、
鉄
砲
・
石
銃
・
団
子

銃
仕
寄
之
板
、
勢
籠
、
温
飩
火
、
尾
頸
堀
入
、
諸
口
之
執
詰
無
可
抜
足
之
様
、

籠
城
之
輩
、
消
肝
懇
歎
頻
不
止
勝
、
古
于
今
臨
于
時
乞
降
不
珍
々
々
、
悔
先

非
、
両
要
害
速
去
渡
、
無
恙
一
命
、
守
時
日
謀
歟
、
此
条
非
無
推
察
、
乍
去
、

懇
望
之
一
篇
、
以
理
致
義
之
所
、
致
開
許
容
、
却
而
垂
憐
愍
、
両
城
足
弱
地
下

人
等
、
成
届
者
共
、
私
才
雑
具
一
致
無
異
儀
、
至
下
須
戒
被
送
出
之
、
起
去
治

義
も
慈
悲
有
道
之
所
作
也
、
右
被
聞
召
度
之
旨
候
条
、
申
入
候
所
、
如
此
候
、

恐
々
謹
言
、

永
禄
十
一
年
十
二
月
中
旬

宗
勝

史
料
Ｆ
に
「
敵
圖
戦
散
々
、
忽
土
州
衆
失
軍
利
、
雖
然
、
不
能
帰
国
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
土
佐
勢
は
鳥
坂
合
戦
の
後
も
退
散
す
る
こ
と
は
な
く
、
宇
都
宮
氏
も
引
き

続
き
敵
対
し
続
け
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
こ
で
、
乃
美
宗
勝
は
鞆
・
笠
岡
・
尾

道
・
三
原
・
忠
海
・
高
崎
・
竹
原
な
ど
津
々
浦
々
か
ら
船
を
動
員
し
て
十
一
月
十
日

に
興
居
島
に
渡
り
、
大
洲
・
八
幡
両
城
に
迫
っ
た
。
そ
の
た
め
、
籠
城
衆
は
つ
い
に

降
参
を
懇
望
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

石
野
弥
栄
氏
は
こ
の
文
書
を
矢
文
の
よ
う
な
様
式
と
し
た
上
で
幾
つ
か
の
不
審
点

を
挙
げ
、
内
容
は
信
憑
性
に
乏
し
い
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
氏
が
挙
げ
た
主
た
る
不

審
点
の
一
つ
は
、
宇
都
宮
の
動
静
で
あ
る
。
史
料
Ｅ
か
ら
み
て
隆
景
は
五
月
以
前
に

宇
都
宮
の
城
を
陥
落
さ
せ
安
芸
に
帰
国
し
て
お
り
、
六
月
に
は
九
州
へ
渡
海
し
た
と

み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
末
頃
ま
で
宇
都
宮
が
抵
抗
を
続
け
て
い
た
と
は
考
え

に
く
い
と
す
る
。
二
つ
め
は
、
西
園
寺
の
動
静
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
は
西
園
寺
が

宇
都
宮
に
与
同
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
信
じ
が
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
文
書
は
、
冒
頭
に
小
早
川
勢
の
伊
予
渡
海
が
宇
都
宮
討
伐
の
た
め
で
な
い
こ

と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宇
都
宮
側
か
ら
の
降
参
の
懇
望
を
慈
悲
を
も
っ
て

許
容
す
る
と
い
う
主
旨
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
殊
更
に
大
時
代
的
で

仰
々
し
い
文
言
が
使
用
さ
れ
た
理
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
石
野
氏
は
宇
都
宮
両
城
は

五
月
ま
で
に
陥
落
し
て
い
た
は
ず
だ
と
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
断
定
で
き
な
い
。

Ｇ

（
永
禄
十
一
年
）
五
月
十
四
日
小
早
川
隆
景
書

（
３４
）

状

就
其
表
之
儀
、
委
細
承
之
通
得
其
心
候
、
以
下
次
左
最
前
可
為
被
申
越
之
首
尾

之
条
、
曽
祢
動
隙
明
候
者
、
則
各
可
有
帰
陣
之
處
、
只
今
到
来
相
違
之
趣
候
、

能
々
可
被
仰
分
候
、
殊
下
口
之
儀
此
節
豊
州
衆
出
張
ニ
付
而
自
筑
前
三
家
切
々

注
進
之
条
、
其
元
之
事
偏
被
申
理
之
早
速
帰
宅
肝
要
候
、
従
雲
伯
茂
申
来
之
儀

候
之
条
、
彼
是
為
相
談
来
十
八
日
至
吉
田
罷
越
候
、
当
春
帰
陣
依
差
急
之
如
存

知
之
両
国
分
等
一
圓
無
之
条
差
趣
候
、
猶
木
玄
ニ
申
含
候
、
恐
々
謹
言

五
月
十
四
日

隆
景
花
押

史
料
Ｇ
は
隆
景
が
乃
美
宗
勝
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
読
み
取
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
「
下
口
之
儀
」、
す
な
わ
ち
九
州
の
情
勢
が
緊
張
を
高
め
て

い
た
。
隆
景
は
宗
勝
に
対
し
て
九
州
の
動
き
に
備
え
る
た
め
急
い
で
帰
宅
す
る
よ
う

２７

永
禄
期
の
南
伊
予
の
戦
乱
を
め
ぐ
る
一
考
察



に
求
め
て
い
る
。
隆
景
が
伊
予
在
国
中
の
四
月
頃
に
、
九
州
で
は
豊
後
大
友
勢
が
出

張
す
る
と
い
う
事
態
に
及
ん
で
い
た
の
で
あ

（
３５
）

る
。
大
友
勢
の
動
き
は
、
ま
さ
し
く
芸

州
勢
が
伊
予
に
渡
っ
て
九
州
の
守
り
が
手
薄
に
な
っ
た
の
に
乗
じ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芸
州
勢
が
早
々
と
帰
国
し
た
の
は
伊
予
国
内
が
安
定
し
た
か

ら
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
北
九
州
の
合
戦
に
備
え
る
た
め
、
伊
予
に
不
安
定
要
因

を
残
し
た
ま
ま
帰
国
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
証
拠

に
、「
以
下
次
左
最
前
可
為
被
申
越
之
首
尾
之
条
、
曽
祢
動
隙
明
候
者
、
則
各
可
有

帰
陣
之
處
、
只
今
到
来
相
違
之
趣
候
、
能
々
可
被
仰
分
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
喜
多

郡
曽
根
の
戦
が
予
定
通
り
進
め
ば
速
や
か
に
帰
陣
す
べ
き
と
定
め
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
事
態
に
変
化
が
見
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

五
月
九
日
の
宍
戸
隆
家
書
状
か
ら
は
、
芸
州
勢
の
多
く
が
帰
国
し
た
後
も
、
小
早

川
家
臣
乃
美
新
四
郎
（
宗
勝
弟
）・
宍
戸
家
臣
佐
々
部
美
作
守
の
よ
う
に
、
暫
く
道

後
に
留
ま
っ
て
河
野
と
の
折
衝
に
当
た
る
者
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

（
３６
）

る
。
一
方
、
河

野
氏
奉
行
人
の
垣
生
盛
周
と
大
内
信
泰
が
沼
田
に
渡
っ
て
宍
戸
と
の
相
談
を
行
な
っ

て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
小
早
川
隆
景
と
宍
戸
隆
家
は
伊
予
国
の
「
取
操
」
の

た
め
沼
田
に
逗
留
し
て
い
た
の
で
あ

（
３７
）

る
。
七
月
十
九
日
付
の
隆
景
・
隆
家
連
署
状
に

よ
れ
ば
、
伊
予
の
動
き
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
両
人
は
そ
れ
ぞ
れ

乃
美
・
佐
々
部
を
通
じ
て
道
後
に
催
促
を
求
め
て
い

（
３８
）

る
。
道
後
か
ら
の
返
事
が
な
い

た
め
宍
戸
が
帰
宅
し
よ
う
と
す
る
の
を
、
垣
生
が
沼
田
に
引
き
留
め
て
い
る
様
子
も

う
か
が
え
る
。
一
方
、
毛
利
輝
元
の
家
臣
内
藤
元
泰
が
「
与
州
表
隙
明
」
き
て
帰
国

し
た
の
は
、
八
月
頃
の
こ
と
で
あ
っ

（
３９
）

た
。

こ
の
年
七
月
頃
に
は
、
河
野
の
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
た
ら
し
く
、
室
町
幕
府
が

宇
都
宮
を
敵
と
認
定
し
た
よ
う
で
あ

（
４０
）

る
。
ま
た
、
八
月
十
五
日
に
は
土
佐
の
長
宗
我

部
元
親
が
村
上
吉
継
に
書
状
を
送
り
、
戦
い
の
勝
利
を
祝
し

（
４１
）

た
。
こ
れ
は
吉
継
が
郡

内
下
須
戒
城
を
切
り
崩
し
た
こ
と
を
伝
え
た
の
に
対
す
る
返
報
で
あ
り
、
長
宗
我
部

氏
が
必
ず
し
も
一
条
氏
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
て
い

（
４２
）

る
。
下
須
戒
は
肱
川
河
口
部
の
要
地
で
あ
っ
て
、
宇
都
宮
方
と
の
戦
闘
が
郡

内
で
続
い
て
い
た
こ
と
を
推
測
で
き
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
小
早
川
隆
景
は
九
州
で

活
動
し
て
お
り
、
伊
予
の
能
島
武
吉
な
ど
も
九
州
攻
め
に
従
軍
し
て
い
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
吉
継
ら
来
島
衆
が
九
州
に
渡
海
す
る
の
は
翌
永
禄
十
二
年
に
な
っ
て
か
ら

の
よ
う
で
あ
る
。
来
島
衆
は
ま
だ
郡
内
で
軍
事
行
動
に
当
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。以

上
に
た
ど
っ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
土
佐
一
条
氏
が
伊
予
に
影
響
力
を
持

ち
続
け
る
中
で
、
郡
内
地
域
で
宇
都
宮
両
城
が
持
ち
こ
た
え
て
い
た
可
能
性
は
十
分

あ
り
う
る
。
史
料
Ｅ
の
内
容
は
決
し
て
荒
唐
無
稽
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
石
野
氏
が
挙
げ
た
不
審
点
の
二
つ
め
、
す
な
わ
ち
西
園
寺
が
宇
都
宮
に
与
同

し
た
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
う
い
う
局
面
が
あ
り
え
な
か
っ
た
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
朝
倉
慶
景
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
条
房
家
の
女
が
西
園
寺
公
宣
に
嫁

す
な
ど
、
天
文
年
間
ま
で
は
一
条
と
西
園
寺
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

（
４３
）

る
。
し
か
し
、
厳
島
合
戦
以
後
、
河
野
が
毛
利
に
接
近
す
る
中
で
、
永
禄
年
間
に
は

西
園
寺
も
一
条
と
敵
対
関
係
に
転
じ
る
よ
う
に
な
る
。
宮
尾
克
彦
氏
は
、
永
禄
十
年

頃
に
西
園
寺
の
命
令
が
及
ぶ
範
囲
は
宇
和
盆
地
周
辺
の
僅
か
な
地
域
に
と
ど
ま
り
、

南
予
の
大
部
分
が
一
条
の
勢
力
圏
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
一
条
の

勢
力
が
歯
長
峠
を
越
え
て
宇
和
盆
地
に
接
近
す
る
七
月
以
後
、
西
園
寺
は
一
条
の
配

下
に
属
し
た
と
捉
え
て
い
る
。

そ
も
そ
も
宇
和
盆
地
を
通
過
し
た
地
点
に
あ
る
鳥
坂
峠
が
合
戦
の
主
戦
場
に
な
っ

た
こ
と
は
、
一
条
勢
が
宇
和
盆
地
を
通
る
ル
ー
ト
を
押
さ
え
て
い
た
事
実
を
物
語
っ

て
い
よ
う
。
河
野
一
味
で
あ
っ
た
西
園
寺
が
、
一
条
勢
の
圧
力
を
受
け
て
敵
方
に
傾

き
、
宇
都
宮
に
与
同
す
る
と
い
う
事
態
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
も
な
く
西
園
寺
は
河
野
方
に
復
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。
村
上
吉
継
の
功
績
と

し
て
不
安
定
に
な
っ
た
鳥
坂
城
や
菅
田
城
な
ど
を
芸
予
方
に
確
保
し
た
点
が
挙
げ
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
南
伊
予
の
諸
城
郭
・
諸
領
主
は
流
動
性
を
強
め
て
い
た

川

岡

勉

２８



と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
十
月
二
日
付
の
小
早
川
隆
景
書
状
に
も
史
料
Ｆ
の
内
容
が
史
実
で
あ
っ
た

こ
と
を
う
か
が
せ
る
記
述
が
見
ら
れ

（
４４
）

る
。
乃
美
宗
勝
に
対
し
て
、「
道
後
表
村
河
来

島
衆
出
頭
之
由
誠
可
然
候
、
下
須
戒
被
相
渡
、
重
見
衆
失
之
事
為
調
（
興
）

、
奥
居
島
可
有

御
下
向
之
由
、
尤
可
然
候
」
と
申
し
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
月
に
村
上
吉
継
の

活
躍
に
よ
り
切
り
崩
さ
れ
た
下
須
戒
城
の
こ
と
が
見
え
る
と
と
も
に
、
宗
勝
に
は
興

居
島
に
下
向
す
る
よ
う
命
じ
た
こ
と
が
分
か
る
。
史
料
Ｆ
に
見
ら
れ
た
宗
勝
の
興
居

島
渡
着
、
そ
し
て
宇
都
宮
両
城
の
籠
城
衆
の
降
参
に
際
し
「
両
城
足
弱
地
下
人
等
」

を
下
須
戒
ま
で
送
り
出
せ
と
命
じ
た
こ
と
な
ど
、
い
ず
れ
も
事
実
で
あ
っ
た
可
能
性

が
強
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
永
禄
十
一
年
の
年
末
に
至
る
ま
で
、
乃
美
宗
勝
は
小

早
川
隆
景
の
意
を
う
け
て
伊
予
の
静
謐
に
尽
力
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

年
欠
九
月
二
十
六
日
付
の
平
岡
房
実
・
通
資
父
子
の
連
署
状
に
は
、「
愚
国
（
伊

予
）
所
々
申
乱
、
少
々
境
目
乱
立
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

（
４５
）

る
。
出
雲
か
ら
帰
陣
し
た

隆
景
に
対
し
、「
其
表
御
繁
多
雖
令
察
候
、
此
節
別
而
以
御
異
見
静
謐
候
様
、
御
取

合
頼
存
候
」
と
依
頼
す
る
た
め
に
飛
脚
を
遣
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
内
の
あ
ち
こ
ち

に
戦
線
が
拡
大
す
る
中
で
、
河
野
氏
は
小
早
川
氏
の
支
え
な
し
に
は
伊
予
支
配
を
維

持
で
き
な
い
状
況
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
河
野
氏
は
芸
州
勢
力
と
一
体
化
す
る
形
で

分
国
統
制
に
腐
心
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
永
禄
期
の
南
伊
予
に
お
け
る
戦
乱
に
関
す
る
従
来
の
理
解
の
再
検
討

を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
条
勢
が
拠
点
を
す
え
た
高
島
陣
が
喜
多
郡
と
宇
和
郡

の
郡
境
近
く
に
あ
っ
た
こ
と
、
鳥
坂
合
戦
に
際
し
て
村
上
吉
継
は
正
月
森
に
陣
を
す

え
て
後
巻
の
戦
闘
を
行
な
っ
た
こ
と
、
鳥
坂
合
戦
や
芸
州
勢
帰
国
の
後
も
宇
都
宮
氏

は
大
洲
で
抵
抗
を
続
け
乃
美
宗
勝
の
再
渡
海
を
経
て
静
謐
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
な

ど
、
幾
つ
か
の
新
た
な
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
連
の
経
過
を
振
り
返
っ
て
み
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
来
島
氏
と
小
早
川
隆
景
の

役
割
で
あ
る
。
本
来
、
芸
州
勢
の
伊
予
渡
海
は
来
島
へ
の
「
恩
お
く
り
」
で
あ
り
、

芸
州
勢
は
「
来
島
合
力
」
の
た
め
に
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
毛
利
家
中

の
者
た
ち
は
「
今
度
与
州
之
御
弓
矢
者
、
隆
景
之
御
弓
矢
ニ
て
こ
そ
候
へ
」
と
認
識

し
、
隆
景
自
身
も
来
島
通
康
が
病
に
倒
れ
る
中
で
「
此
方
手
前
之
弓
箭
ニ
罷
成
た
る

迄
候
」
と
述
べ
て
い
る
。
河
野
氏
や
毛
利
氏
で
は
な
く
来
島
氏
と
小
早
川
氏
の
問
題

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
、
こ
こ
に
は
伊
予
を
め
ぐ
る
当
時
の
権
力
配

置
を
探
る
上
で
重
要
な
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
合
戦
が
、
土
佐
一
条＝

宇
都
宮
方
と
安
芸
毛
利
（
小
早
川
）＝

河
野
方
の
対

立
を
基
軸
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
周
辺
に
は

豊
後
大
友
氏
の
策
動
が
う
か
が
え
る
し
、
土
佐
長
宗
我
部
氏
も
独
自
の
動
き
を
開
始

し
始
め
て
い

（
４６
）

た
。
境
目
が
乱
立
す
る
と
い
う
伊
予
国
内
の
状
況
は
、
中
国
・
四
国
・

九
州
の
政
治
状
況
と
不
可
分
に
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
国
期
の
伊
予
の
動
き

を
西
瀬
戸
地
域
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
て
い
く
作
業
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
る
所
以
で

あ
る
。

注

（
１
）
西
尾
和
美
「
戦
国
末
期
に
お
け
る
道
後
湯
築
城
と
芸
州
―
芸
州
家
臣
の
逗
留
と
使
者

の
往
来
を
中
心
に
―
」（『（
四
国
中
世
史
研
究
』
五
、
一
九
九
九
年
）、
同
「
戦
国
末
期

に
お
け
る
毛
利
氏
の
婚
姻
政
策
と
伊
予
」（『
日
本
史
研
究
』
四
四
五
、
一
九
九
九
年
）、

同
「
宍
戸
隆
家
嫡
女
の
生
涯
と
道
後
湯
築
城
」（『
四
国
中
世
史
研
究
』
六
、
二
〇
〇
一

年
）
参
照
。

（
２
）
朝
倉
慶
景
「
土
佐
一
条
氏
の
伊
予
進
攻
に
つ
い
て
」（『
伊
予
史
談
』
二
九
五
、
一
九

九
四
年
）、
宮
尾
克
彦
「
鳥
坂
城
合
戦
考
―
永
禄
年
間
の
伊
予
に
お
け
る
戦
国
諸
勢
力
の

展
開
に
つ
い
て
―
」（『
文
化
愛
媛
』
三
五
、
一
九
九
四
年
）、
石
野
弥
栄
「
戦
国
末
期
に

２９

永
禄
期
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予
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戦
乱
を
め
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る
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お
け
る
西
南
四
国
の
軍
事
情
勢
―
永
祿
年
間
の
「
国
郡
境
目
」
地
域
の
合
戦
を
め
ぐ
っ

て
―
」（『
よ
ど
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。
以
下
、
と
く
に
注
を
付
さ
な
い
で
引
く
三

氏
の
所
説
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
三
本
の
論
文
に
よ
る
。

（
３
）
石
野
弥
栄
「
南
予
の
戦
雲
」（『
愛
媛
県
史

古
代
�
・
中
世
』
第
二
編
第
四
章
第
四

節
、
一
九
八
四
年
）。

（
４
）『
愛
媛
県
史

資
料
編

古
代
・
中
世
』
二
〇
〇
八
号
。
以
下
、『
県
史
』
二
〇
〇
八

と
略
記
す
る
。

（
５
）『
県
史
』
二
〇
二
六
。

（
６
）
延
川
村
天
満
宮
棟
札
（
現
北
宇
和
郡
広
見
町
三
島
神
社
蔵
）。

（
７
）
な
お
「
多
田
蔵
之
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、
石
野
氏
は
多
田
蔵
之
助
（
介
）
の
誤

記
だ
と
す
る
（
石
野
弥
栄
「
宇
和
郡
境
目
に
お
け
る
戦
国
期
領
主
の
動
向
と
性
格
」『
よ

ど
』
四
号
、
二
〇
〇
三
年
）
が
、
こ
こ
だ
け
個
人
名
が
挙
が
る
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然

で
あ
り
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

（
８
）「
下
山
事
、
自
伊
與
国
押
領
」（『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
元
年
八
月
十
一
日
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
下
山
郷
は
国
境
を
ま
た
い
で
伊
予
と
の
関
わ
り
が
深
い
地
域
で
あ
っ

た
。
逆
に
三
間
郷
は
土
佐
の
勢
力
が
伊
予
に
侵
入
す
る
窓
口
で
あ
り
、
河
後
森
城
の
河

原
淵
氏
が
土
佐
一
条
氏
よ
り
養
子
を
迎
え
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
佐
か
ら
の

影
響
が
強
く
及
ぶ
地
域
で
あ
っ
た
。

（
９
）『
し
ま
な
み
水
軍
浪
漫
の
み
ち
文
化
財
調
査
報
告
書
―
古
文
書
編
―
』
所
収
「
藩
中
古

文
書
」
七
号
。

（
１０
）『
県
史
』
二
〇
八
二
。

（
１１
）『
県
史
』
一
九
七
二
・
一
九
七
三
・
一
九
七
四
・
一
九
七
五
。

（
１２
）『
県
史
』
一
九
八
九
。

（
１３
）『
県
史
』
一
九
九
三
。

（
１４
）『
県
史
』
二
〇
〇
九
。

（
１５
）『
県
史
』
一
九
九
七
。
石
野
氏
は
、
こ
こ
に
見
え
る
二
つ
の
城
を
河
野
勢
が
下
山
口
に

進
攻
し
て
築
い
た
城
と
捉
え
て
い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
来
島
・
平
岡
ら
が
進
攻
し
た

の
は
三
間
地
域
ま
で
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

（
１６
）「
来
島
氏
系
図
」
に
よ
れ
ば
、
通
康
は
十
月
二
十
三
日
に
病
没
し
て
い
る
（『
愛
媛
県

編
年
史
』
四
）。

（
１７
）『
県
史
』
一
九
九
七
。

（
１８
）
西
尾
前
掲
「
戦
国
末
期
に
お
け
る
毛
利
氏
の
婚
姻
政
策
と
伊
予
」。

（
１９
）『
県
史
』
一
九
九
八
。

（
２０
）『
県
史
』
二
〇
五
七
。

（
２１
）
な
お
、
宮
尾
克
彦
氏
は
吉
継
の
鳥
坂
築
城
に
よ
り
宇
和
越
え
ル
ー
ト
が
塞
が
れ
た
と

す
る
が
、
前
述
し
た
通
り
、
吉
継
は
鳥
坂
城
が
敵
方
の
手
に
落
ち
よ
う
と
し
た
と
き
、

こ
れ
を
味
方
に
引
き
留
め
る
た
め
入
城
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鳥
坂
城

を
堅
固
に
守
り
抜
い
た
の
ち
、
吉
継
は
こ
の
城
か
ら
引
き
揚
げ
て
い
る
。

（
２２
）『
県
史
』
二
〇
〇
八
。
な
お
、
村
上
吉
継
の
子
息
又
三
郎
は
「
伊
予
タ
カ
ラ
ナ
」
で
土

佐
勢
と
の
合
戦
で
戦
死
し
た
と
さ
れ
る
（
和
歌
山
県
立
文
書
館
蔵
『
紀
州
家
中
系
譜
並

ニ
親
類
書
書
上
』「
村
上
助
右
衛
門
」
の
項
）。
し
か
し
、
伊
予
国
内
に
「
タ
カ
ラ
ナ
」

と
い
う
地
名
は
確
認
で
き
ず
、
こ
れ
は
「
タ
カ
シ
マ
」
の
写
し
間
違
い
の
可
能
性
が
あ

る
。

（
２３
）『
県
史
』
一
八
九
九
。

（
２４
）『
県
史
』
二
〇
一
五
。

（
２５
）『
県
史
』
二
〇
〇
五
。

（
２６
）『
県
史
』
二
〇
一
六
。

（
２７
）『
県
史
』
二
〇
一
七
。

（
２８
）「
浦
家
文
書
」
四
二
（『
大
日
本
古
文
書

家
わ
け
第
十
一
』）。

（
２９
）「
乃
美
文
書
」
一
三
（『
新
熊
本
市
史

史
料
編

第
二
巻
』）。

（
３０
）『
県
史
』
二
〇
二
六
。

（
３１
）『
県
史
』
二
〇
三
〇
・
二
〇
三
一
。

（
３２
）『
県
史
』
二
〇
三
三
。

（
３３
）『
県
史
』
二
〇
五
八
。

（
３４
）『
県
史
』
二
〇
三
五
。

（
３５
）『
県
史
』
一
八
九
九
。

（
３６
）『
県
史
』
二
〇
三
四
。

（
３７
）『
県
史
』
二
〇
三
六
。

（
３８
）『
県
史
』
二
〇
四
七
。

（
３９
）『
県
史
』
二
〇
四
九
。

（
４０
）『
県
史
』
二
〇
四
一
・
二
〇
四
二
・
二
〇
四
五
。

（
４１
）『
し
ま
な
み
水
軍
浪
漫
の
み
ち
文
化
財
調
査
報
告
書
―
古
文
書
編
―
』
所
収
「
藩
中
古

文
書
」
一
四
号
。

（
４２
）『
し
ま
な
み
水
軍
浪
漫
の
み
ち
文
化
財
調
査
報
告
書
―
古
文
書
編
―
』
所
収
「
藩
中
古

川

岡

勉

３０



文
書
」
一
五
号
。

（
４３
）
朝
倉
慶
景
「
伊
予
西
園
寺
氏
と
土
佐
一
条
氏
の
か
か
わ
り
―
天
文
期
を
中
心
に
し
て

―
」（『
伊
予
史
談
』
二
七
五
、
一
九
八
九
年
）。

（
４４
）『
県
史
』
二
〇
五
一
。

（
４５
）『
県
史
』
二
〇
七
九
。
小
早
川
隆
景
の
出
雲
帰
陣
の
記
述
か
ら
み
て
、
こ
の
史
料
は
元

亀
元
年
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４６
）
宮
尾
克
彦
氏
は
、
南
伊
予
の
合
戦
の
背
後
に
大
友
氏
が
関
与
し
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
す
る
一
方
、
こ
の
合
戦
を
機
に
一
条
氏
が
衰
退
す
る
こ
と
か
ら
み
て
一
番
の
利
益
を

得
た
の
は
長
宗
我
部
氏
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

﹇
付
記
﹈

「
高
島
」
地
名
の
検
出
に
あ
た
っ
て
、
柚
山
俊
夫
氏
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
深
く
感
謝

申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
二
〇
〇
三
年
十
月
二
十
三
日
受
理
）

３１

永
禄
期
の
南
伊
予
の
戦
乱
を
め
ぐ
る
一
考
察




